
放送番組基準 

 

有線テレビジョン放送の使命は、｢放送法｣に基づき地域の文化、公共の福祉、産業と暮らしの向

上に寄与することである。 

この認識にたって、世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、放送事業の社会的責任を果たすと

ともに、視聴者に利益をもたらす広告･宣伝を行うことによって、地域住民の信頼を得なければな

らない。 

知多半島ケーブルネットワーク株式会社は、番組提供者の理解と協力のもとに、この基準を守る

ものである。 

 

基 準 

この基準は番組および広告などのすべての放送に適用する。 

  

（国家・国家機関） 

1.国民・国家および国家機関の権威を尊重する。その権威を傷つけるような取り扱いはしない。 

 

（国際） 

2. 国際親善を害するおそれのある問題は、その取り扱いに注意する。 

3. 人種・民族・国民に関することを取り扱う時は、その感情を尊重する。 

 

（人権・人格） 

4. 人権・人格を尊重する。人命を軽視したり、個人、団体の名誉を傷つけるような取り扱いはし

ない。 

(1)個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵すような取り扱いはしない。 

(2)人種・性別・職業・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない。 

(3)人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない。 

5. 精神的、肉体的障害に触れる時は、同じ障害に悩む人々の感情に配慮しなければならない。 

 

（法律） 

6. 法令を尊重し、その執行を妨げる言動を是認するような取り扱いはしない。 

 

（政治・経済） 

7. 政治に関しては公平な立場を守り、一党一派に偏らないように注意する。 

8. 選挙事前運動の疑いがあるものは取り扱わない。 

9. 政治・経済に関する意見は、その責任の所在を明らかにする。 

 



（宗教） 

10. 信教の自由および各宗派の立場を尊重し、他宗・他派を中傷、ひぼうする言動は取り扱わな

い。 

11. 宗教を取り上げる際は、客観的事実を無視したり、科学を否定する内容にならないよう留意

する。 

12. 特定宗教のための寄付の募集などは取り扱わない。 

 

（社会） 

13. 社会の秩序、良い風俗、習慣を乱すような言動は肯定的に取り扱わない。 

14. 社会・公共の問題で意見が対立しているものについては、できるだけ多くの角度から論じな

ければならない。 

 

（家庭） 

15. 家庭生活と結婚制度を尊重し、これを乱し破壊するような思想を肯定的に取り扱わない 

 

（性） 

16. 性に関しては、家庭の視聴者特に青少年を考慮し、困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注

意する。 

 

（犯罪） 

17. 犯罪を肯定したり犯罪者を英雄扱いしたりしてはならない。 

18. 犯罪の手口を表現する時は、模倣の気持ちを起こさせないように注意する。 

19. 賭博およびこれに類するものの取り扱いは控え目にし、魅力的に表現しない。 

20. 麻薬や覚せい剤などを使用する場面は控え目にし、魅力的に取り扱ってはならない。 

21. 誘拐などを取り扱う時は、その手口を詳しく表現してはならない。 

 

（表現・演出）  

22. 放送内容は、放送時間に応じて視聴者の生活状態を考慮し、不快な感じを与えないようにす

る。 

23. わかりやすくて適正な言葉と文字を用いるように努める。 

 

24. 劇的効果のためにニュース形式などを用いる場合は、事実と混同されやすい表現をしてはな

らない。 

25. 病的 、残虐、悲惨、虐待などの情景を表現する時は、視聴者に嫌悪感を与えないようにする。 

26. 殺人・拷問・暴行・私刑などの残虐な感じを与える行為、その他精神的、肉体的苦痛を誇大

または刺激的に表現しない。 

27. 特定の対象に呼びかける通信・通知およびこれに類似するものは取り扱わない。ただし、人



命に関わる場合その他、社会的影響のある場合は除く。 

28. 視聴者が通常、感知し得ない方法によって、なんらかのメッセージの伝達を意図する手法（い

わゆるサブリミナル的表現手法）は、公正とはいえず、放送に適さない。 

29. 細かく点滅する映像や急激に変化する映像手法などについては、視聴者の身体への影響に十

分、配慮する。 

 

各種番組の基準 

（報道番組）  

   （時事を速報、説明し、また時事に関する意見を伝えることを目的とする。） 

30. ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければ

ならない。 

31. ニュース報道にあたっては、個人のプライバシーや自由を不当に侵したり、名誉を傷つけた

りしないように注意する。 

32. 取材・編集にあたっては、一方に偏るなど、視聴者に誤解を与えないように注意する。 

33. ニュースの中で意見を取り扱うときは、その出所を明らかにする。 

34. ニュース、ニュース解説および実況中継などは、不当な目的や宣伝に利用されないよう注意

する。 

35. ニュースの誤報は速やかに取り消しまたは訂正する。 

 

（教育番組） 

   （学校向け、社会向けを問わず、視聴者が社会人として完成するのに役立つ知識と資料の

系統的な供給を目的とする。） 

36. 学校向け番組は、広く各界の意見を聞いて学校に協力し、視聴覚的特性を生かして、教育的

効果を上げるように努める。 

37. 社会向け番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業など、専門的な事柄を視聴者が興味深く習

得できるようにする。 

38. 放送の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって視聴対象が

知ることのできるようにする。 

 

（教養番組） 

   （視聴者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つことを目的とす

る。） 

39. 学術・研究など専門的な事項については、社会通念の認める範囲で取り扱うことができる。 

40. 医療や薬品の知識および健康情報に関しては、いたずらに不安・焦燥・恐怖・楽観・盲信な

どの結果を招かないように注意する。 

 

（娯楽番組） 



   （大衆の社会生活に調和する慰安を提供し、生活内容を豊かにすることを目的とする。） 

41. 視聴者を参加させる場合は、その機会を均等に与え、広く一般に及ぼし、審査は出演者の技

能に応じて公正を期する。 

また、報酬・賞品などは、適度に射幸心をそそらないように注意し、社会常識の範囲内にと

どめる。 

42. 懸賞に応募あるいは商品を贈与した視聴者の個人情報を、当該目的以外で利用してはならず、

厳重な管理が求められる。 

 

（児童番組） 

   （児童に与える影響を考慮し、新しい世代の健全な育成に努めることを目的とする。） 

43. 制作にあたっては、児童および青少年の人格形成に貢献し、良い習慣、責任感、正しい勇気

などの精神を尊重させるように配慮する。 

44. 健全な社会通念に基づき、児童の品性を損なうような言葉や表現はさけなければならない。 

45. 悪徳行為・残忍・陰惨などの場面を取り扱う時は、児童の気持ちを過度に刺激したり傷つけ

たりしないように配慮する。 

46. 放送番組は、放送時間帯に応じ児童および青少年の視聴に十分配慮する。 

47. 催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に

注意する。 

 

（広告基準） 

48. 広告は真実を伝え、視聴者に利益をもたらすものでなければならない。 

49. 広告は関係法令等に反するものであってはならない。 

50. 広告は社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。  


